
資産買入れ方針の決定に関する件（1月22・23日） 

 

本委員会は、令和 6 年 1月 22・23日の金融政策決定会合において、長期国

債以外の資産の買入れについて、下記のとおりとすることを決定した。 

 

記 

 

1.  ETF および J-REIT について、それぞれ年間約 12 兆円、年間約 1,800 億

円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。 

 

2.  CP等は、約 2兆円の残高を維持する。社債等は、感染症拡大前と同程度

のペースで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準（約 3兆円）

へと徐々に戻していく。ただし、社債等の買入れ残高の調整は、社債の発

行環境に十分配慮して進めることとする。 


